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○浜田市空家等対策の推進に関する条例施行規則 

平成28年12月22日規則第40号 

改正 

令和４年３月31日規則第27号 

令和５年９月15日規則第36号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第

127号。以下「法」という。）及び浜田市空家等対策の推進に関する条例（平

成28年浜田市条例第49号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（緊急安全措置） 

第２条 条例第７条第３項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書（様

式第１号）により行うものとする。 

２ 条例第７条第４項の規則で定める事項は、次のとおりとする。 

(１) 緊急安全措置の実施概要 

(２) 緊急安全措置の概算費用 

(３) その他市長が必要と認める事項 

（立入調査実施通知書） 

第３条 法第９条第３項の規定による通知は、立入調査実施通知書（様式第２

号）により行うものとする。 

第４条 削除 

（勧告） 

第５条 法第22条第２項の規定による勧告は、勧告書（様式第４号）により行

うものとする。 

（命令） 

第６条 法第22条第３項の規定による命令は、命令書（様式第５号）により行

うものとする。 

（命令に係る事前の通知） 

第７条 法第22条第４項の通知書は、命令に係る事前の通知書（様式第６号）

によるものとする。 

（意見聴取の通知） 

第８条 法第22条第７項の規定による通知は、意見聴取会開催通知書（様式第

７号）により行うものとする。  

（標識の設置） 
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第９条 法第22条第13項の規定による公示は、標識（様式第８号）により行う

ものとする。 

（戒告） 

第10条  法第22条第９項の規定により代執行を行う場合における行政代執行

法（昭和23年法律第43号）第３条第１項の文書は、戒告書（様式第９号）と

する。 

（代執行令書） 

第11条  法第22条第９項の規定により代執行を行う場合における行政代執行

法第３条第２項の代執行令書は、代執行令書（様式第10号）とする。 

（執行責任者証） 

第12条  法第22条第９項の規定により代執行を行う場合における行政代執行

法第４条の証票は、執行責任者証（様式第11号）とする。 

（その他） 

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

（浜田市空き家等の適正管理に関する条例施行規則の廃止） 

２ 浜田市空き家等の適正管理に関する条例施行規則（平成24年浜田市規則第

40号）は、廃止する。 

附 則（令和４年３月31日規則第27号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年９月15日規則第36号） 

この規則は、公布の日又は空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改

正する法律（令和５年法律第50号）の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 

 

 


